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・国際人間科学部教員名簿 ･････････････････････････････････････････････････････････････246
・鶴甲第一キャンパス配置図 ･･･････････････････････････････････････････････････････････251
・鶴甲第二キャンパス配置図 ･･･････････････････････････････････････････････････････････258
・附属学校配置図 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････258



沿　革　略　史
平成 29 年（2017 年）4月，国際文化学部と発達科学部を再編統合し，国際人間科学部を
設置しました。
○国際文化学部・国際文化学研究科 ○発達科学部・人間発達環境学研究科

年　月 沿　革 年　月 沿　革

大正12年（1923年）官立姫路高等学校設置 明治7年（1874年） 兵庫県師範伝習所設
置

昭和24年（1949年）神戸教養課程設置 昭和24年（1949年）

兵庫師範学校と兵庫
青年師範学校を統合
し，神戸大学教育学
部設置

昭和38年（1963年）神戸大学教養部設置 昭和56年（1981年）
神戸大学大学院教育
学研究科修士課程設
置

平成4年（1992年）
神戸大学教養部を改
組し，神戸大学国際
文化学部設置

平成4年（1992年）
神戸大学教育学部を
改組し，神戸大学発
達科学部設置

平成9年（1997年）

神戸大学大学院教育
学研究科を改組し，
神戸大学大学院総合
人間科学研究科修士
課程設置

平成9年（1997年）

神戸大学大学院教育
学研究科を改組し，
神戸大学大学院総合
人間科学研究科修士
課程設置

平成11年（1999年）
神戸大学大学院総合
人間科学研究科博士
課程設置

平成11年（1999年）
神戸大学大学院総合
人間科学研究科博士
課程設置

平成17年（2005年）神戸大学国際文化学部改組 平成17年（2005年）神戸大学発達科学部改組

平成19年（2007年）

神戸大学大学院総合
人間科学研究科を改
組し，神戸大学大学
院国際文化学研究科
設置

平成19年（2007年）

神戸大学大学院総合
人間科学研究科を改
組し，神戸大学大学
院人間発達環境学研
究科設置

平成29年（2017年） 神戸大学国際文化学部と発達科学部を再編統合し，神戸大学国
際人間科学部を設置































































































２　 神 戸 大 学 共 通 細 則
（平成16 年４月１日制定）

　（入学志願）
第 １ 条　入学志願者は，所定の期日までに次の書類を提出しなければならない。
　入　学　願　書
　出身学校長の調査書又はこれに代わる書類
　写　　　　真
　その他の書類
　（合否の判定）
第 ２ 条　入学試験の合否の判定は，学力試験及び出身学校長の調査書又はこれに代わる
書類の成績等を総合して教授会が行う。
　（宣　　誓）
第 ３ 条　入学者は，次の誓詞により学長に対し宣誓書を提出しなければならない。
　私は，神戸大学の学生として学業に励み，本学の規律を守ることを誓います。
　（成　　績）
第 ４ 条　授業科目の成績は，100 点を満点として次の区分により評価し，秀，優，良及
び可を合格，不可をを不合格とする。
　秀（90 点以上）
　優（80 点以上90 点未満）
　良（70 点以上80 点未満）
　可（60 点以上70 点未満）
　不可（60 点未満）
２　秀，優，良，可及び不可の評価基準は，次の各号のとおりとする。
　(1)　秀　学修の目標を達成し，特に優れた成果を収めている。
　(2)　優　学修の目標を達成し，優れた成果を収めている。
　(3)　良　学修の目標を達成し，良好な成果を収めている。
　(4)　可　学修の目標を達成している。
　(5)　不可　学修の目標を達成していない。
　（学　生　証）
第 ５ 条　学生は，学生証の交付を受け，これを携行し本学職員の請求があったときは，
いつでも，これを提示しなければならない。
２　学生証は，入学したときに学長が発行する。
３　学生証を携帯しない場合には，教室，研究室，図書館その他学内施設の利用を許さな
いことがある。
４　学生証を紛失したとき若しくは使用に耐えなくなったとき，又は休学等によりその有効
期間が経過したときは，速やかに発行者に届け出て再交付を受けなければならない。
５　学生は，卒業，退学等により学籍を離れた場合は，速やかに学生証を発行者に返納し
なければならない。

不合格とする。



６　学生証の再交付手続き及び返納は，学生の所属学部又は研究科において行うものとす
る。
　（欠 席 届）
第 ６ 条　学生が，３週間以上欠席するときは，理由を具し，欠席届を学部長又は研究科
長に提出しなければならない。
　（学生登録票）
第 ７ 条　学生は，入学したときは，速やかに学生登録票を学部長又は研究科長に提出し
なければならない。
　（身上異動・住所変更届）
第 ８ 条　学生は，改姓，改名等，身上に異動があったとき，又は住所（保護者等の住所
等を含む。）を変更したときは，速やかに身上異動・住所変更届を学部長又は研究科長
に提出しなければならない。
第 ９ 条　大学院における入学志願及び合否の判定については，第１条及び第２条の規定
にかかわらず，各研究科において定めるものとする。
２　大学院における授業科目の成績については，第４条に定めるもののほか，必要がある
と認めるときは，各研究科において定めることができる。
　（健康診断）
第 10 条　学生は，毎年本学で行う健康診断を受けなければならない。
　（様　　式）
第 11 条　諸願届等の様式は，別紙のとおりとする。
　　　 附　則
　この細則は，平成28年４月１日から施行する。

２

　　 　附　則
　この細則は，平成31年４月１日から施行する。
　（中間附則は省略）
 附　則
　この細則は，令和４年４月１日から施行し、様式 8 号の改正規定中生年月日に係る部分は，
平成 30 年４月１日から適用する。



（ ） （ ）
様式３号

A4 （297×210）

年　　 月　　 日
神戸大学　殿

学部
学科

学籍番号　　　　　番
住　　所
氏　　名 印

休　　学　　願

下記のとおり休学したいので御許可願います｡

記

１　理　由
２　期　間　　自　　年　　月　　日
　　　　　　　至　　年　　月　　日

 注　病気の場合は診断書添付のこと｡ 

様式４号

A4 （297×210）

年　　 月　　 日
神戸大学　殿

学部
学科

学籍番号　　　　　番
住　　所
氏　　名 印

復　　学　　願

下記のとおり復学したいので御許可願います｡

記

１　理　由

２　復学年月日　　年　　月　　日

 注　病気の場合は健康診断書添付（復学意見書）添付のこと｡ 

様式１号

入　学　許　可　書

受験番号　　　　　番

氏　　名

神戸大学　 学部に入学を許可する｡ 

年　　月　　日 年　　月　　日

神戸大学長

A4 （297×210）

様式２号

宣　　誓　　書

A4 （297×210）

　私は､ 神戸大学の学生として学業に励み，

本学の規律を守ることを誓います｡

神　戸　大　学　長　殿

署　名

、



様式５号

A4 （297×210）

年　　 月　　 日
神戸大学　殿

学部
学科

学籍番号　　　　　番
本人住所
氏　　名 印

退　　学　　願

下記のとおり退学したいので御許可願います｡

記

１　理　由
２　退学年月日　　　年　　月　　日

 注　病気の場合は診断書添付のこと｡ A4 （297×210）

様式７号

年　　 月　　 日
神戸大学　殿

学部
学科

学籍番号　　　　　番
住　　所
氏　　名

欠　　席　　届

下記のとおり欠席しますからお届けします｡ 

記

１　理　由

２　期　間　　自　　年　　月　　日
　　　　　　　至　　年　　月　　日

注　疾病の場合は，診断書を添付のこと。



■　注　意　事　項 

（シール貼付スペース）

１　本学学生は常にこの学生証を携帯し， 次の場合は，
　　これを提示しなければならない｡ 
　　(1)本学教職員の請求があった場合
　　(2)通学定期乗車券又は学生用割引乗車券の購入及び
　　　これによって乗車船し， 係員の請求があった場合
　　(3)本学図書館を利用する場合
　　　（表面顔写真下の数字は図書館利IDです。）
２　本証は他人に貸与又は譲渡してはならない｡ 
３　本証を紛失したとき， 又は記載内容に変更が生じた
　　ときは， 直ちに発行者に届け出ること｡ 
４　卒業， 退学等により学籍を離れたときは， 直ちに発行者に返納すること｡ 

神戸大学 〒657-8501 神戸市灘区六甲台 1-1　TEL（078）881-1212 （大代表）

様式６号

神 戸 大 学 学 生 証

写　　　真

所　　属
学籍番号
氏　　名
生年月日

上記の者は， 本学の学生であることを証明する｡ 

発行年月日　　　　年　　　月　　　日
有 効 期 限　　　　年　　　月　　　日

神　戸　大　学　長

（生協組合番号）
（図書館利用ＩＤ）

（表）

（裏）

印

















別表 第１（第20条第１項関係）
学士の学位に付記する専攻分野の名称

学　部　名　等 専攻分野の名称
文 学 部 文学
国 際 人 間 科 学 部 学術又は教育学
法 学 部 法学
経 済 学 部 経済学
経 営 学 部 経営学又は商学
理 学 部 理学
医 学 部 医 学 科 医学
医 学 部 医 療 創 成 工 学 科 医工学
医 学 部 保 健 学 科 看護学，保健衛生学又は保健学
工 学 部 工
シ ス テ ム 情 報 学 部 システム情報学

学

農 学 部 農学
海 事 科 学 部 海事科学

別表 第２（第20条第２項関係）
修士又は博士の学位に付記する専攻分野の名称

研　究　科　名
専攻分野の名称

修　　　　士 博　　　士

人 文 学 研 究 科 文学 文学又は学術

国 際 文 化 学 研 究 科 学術 学術

人間発達環境学研究科 学術，教育学又は理学 学術，教育学又は理学

法 学 研 究 科 法学又は政治学 法学又は政治学

経 済 学 研 究 科 経済学 経済学

経 営 学 研 究 科 経営学又は商学 経営学又は商学

理 学 研 究 科 理学 理学又は学術

医 学 研 究 科 バイオメディカルサイエンス又は医工学 医学又は医工学

保 健 学 研 究 科 保健学 保健学

工 学 研 究 科 工学 工学又は学術

システム情報学研究科 システム情報学又は工学
システム情報学，工学，学術又 

は計算科学

農 学 研 究 科 農学 農学又は学術

海 事 科 学 研 究 科 海事科学 海事科学，工学又は学術

国 際 協 力 研 究 科 国際学，経済学，法学又は政治学 学術，法学，政治学又は経済学

科学技術イノベーション研究科 科学技術イノベーション ―

別表 第３（第20条第３項関係）
専門職学位の名称

研　究　科　名 学位の名称

法 学 研 究 科 法務博士（専門職）

経 営 学 研 究 科 経営学修士（専門職）

科学技術イノベーション

海洋政策科学又は商船学海 洋 政 策 科 学 部



別記様式第１ （第３条により学位を授与する場合）

○第　　　　　号

学　　　位　　　記
氏　　　　　　名

年　　月　　日生

　本学○○学部○○○○所定の課程を修め本学を卒業したので

 学士 （○○） の学位を授与する

年　　　月　　　日

神　戸　大　学　長　　　　　　　　　　氏　　　　名　　印

別記様式第２ （第４条第１号により学位を授与する場合）

修
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位

　
　

記
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の
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○
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の
学
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を
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す
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戸

　
　

大

　
　

学



別記様式第３ （第４条第２号により学位を授与する場合）

年

　
　

月

　
　

日神

　
　

戸

　
　

大

　
　

学

修 
第

　
　
　
　
　

号

学

　
　
　

位

　
　
　

記

大
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印

氏
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年
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日
生

　

本
学
大
学
院
○
○
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究
科
○
○
専
攻
の
博
士
課

程
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
の
で
修
士 

（
○
○
） 

の
学
位
を
授
与
す
る

別記様式第４　削除



別記様式第５ （第５条第１項により学位を授与する場合）

年

　
　

月

　
　

日神

　
　

戸

　
　

大

　
　

学
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第
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○
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学
位
を
授

与
す
る

別記様式第６ （第５条第２項により学位を授与する場合）

年

　
　

月

　
　

日神

　
　

戸

　
　

大

　
　

学

博 
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第

　
　
　
　
　

号
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大
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の
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（
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○
） 

の
学
位
を
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与
す
る

別記様式第 6（第 5条第 1号により学位を授与する場合で，外国の大学院等との博士論文
共同指導により学位を授与する旨を付記するもの）
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別記様式第７ （第６条第１号により学位を授与する場合）

年

　
　

月

　
　

日神

　
　

戸
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学
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日
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本
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研
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専
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の
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大
学
院
の
課
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了
し
た
の
で
○
○
修
士 

（
専

門
職
） 

の
学
位
を
授
与
す
る

別記様式第６ （第５条第２項により学位を授与する場合）

年
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KOBE UNIVERSITY
HEREBY CONFERS THE DEGREE OF

FOR HAVING SUCCESSFULLY COMPLETED THE ○○○○ PROGRAM
IN THE FIELD OF　　○○○○○○○○

ADMINISTERED BY THE GRADUATE SCHOOL OF
○○○○○○○○

ON THIS  ○○○○  DAY OF  ○○○○  IN THE YEAR  ○○○○

UPON

○○○○○○○　 　○○○○○○○

○○○○　○○○○

○○○○  ○○○○
President of
Kobe University

○○○○  ○○○○
Dean of Graduate School of
○○○○○○○○

別記様式第９（第４条から第６条により学位を授与する場合（英文学位記））

学章

大学印

別記様式第８ （第６条第２号により学位を授与する場合）

年

　
　

月

　
　

日神
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大
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印
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日
生

　

本
学
大
学
院
○
○
研
究
科
○
○
専
攻
の
法
科
大

学
院
の
課
程
を
修
了
し
た
の
で
法
務
博
士 

（
専
門

職
） 

の
学
位
を
授
与
す
る
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KOBE UNIVERSITY
HEREBY CONFERS THE DEGREE OF

FOR HAVING SUCCESSFULLY COMPLETED THE ○○○○ PROGRAM
IN THE FIELD OF　　○○○○○○○○

ADMINISTERED BY THE GRADUATE SCHOOL OF
○○○○○○○○

and ☆
ON THIS  ○○○○  DAY OF  ○○○○  IN THE YEAR  ○○○○

UPON

○○○○○○○　 　○○○○○○○

○○○○　○○○○

○○○○  ○○○○
President of
Kobe University

○○○○  ○○○○
Dean of Graduate School of
○○○○○○○○

別記様式第10（第４条第２号により学位を授与する場合で，別表第４に掲げるプログラム
名称を付記するもの（英文学位記）

備考　☆には，別表第４に掲げるプログラム名称を付記する。

学章

大学印

11

別記様式第12（第 5条第 1号により学位を授与する場合で，外国の大学院等との博士論文
共同指導により学位を授与する旨を付記するもの（英文学位記））

KOBE UNIVERSITY
HEREBY CONFERS THE DEGREE OF

○○○○○○○　of　○○○○○○○
UPON

○○○○　○○○○

FOR HAVING SUCCESSFULLY COMPLETED THE ○○○○ PROGRAM
IN THE FIELD OF　　○○○○○○○○

ADMINISTERED BY THE GRADUATE SCHOOL OF
○○○○○○○○

THIS DEGREE IS THE RESULT OF JOINT SUPERVISION WITH ○○○○
ON THIS  ○○○○  DAY OF  ○○○○  IN THE YEAR  ○○○○

学章

大学印
○○○○  ○○○○
President of
Kobe University

○○○○  ○○○○
Dean of Graduate School of
○○○○○○○○

別記様式第１１　削除



別記様式第11

○○研究科長　　　殿

年　　月　　日

学籍番号

氏　　　　　名　　印

学 位 論 文 審 査 願

　神戸大学学位規程第７条の規定により下記の書類を提出いたしますから審
査をお願いします｡ 

記

学　位　論　文　　　　　　　　通

論　文　目　録　　　　　　　　通

別記様式第12

年　　月　　日

神戸大学長　　殿

氏　　　　　名　　印

学　　位　　申　　請　　書

　神戸大学学位規程第10条の規定により学位論文に論文目録及び履歴書を添

え博士 （○○） の学位の授与を申請いたします｡ 

備考　退学者が再入学しないで学位を申請する場合には ｢第10条｣ を ｢第13

条｣ に読み替えるものとする｡ 

13
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別記様式第14
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別記様式第13

論　　文　　目　　録
年　　月　　日

氏　　　　　名　　印
論　文

　１　題　目

　２　印刷公表の方法及び時期

　　　　　方　法

　　　　　時　期

　３　冊　数　　　　　冊

参考論文

　１　題　目

　２　冊　数　　　　　冊

15

16

契

印

番

号

授

与日
月
年

氏

名

論

文

題

目



４　神戸大学学生表彰規程
 （平成 17 年２月 17 日制定）

 最終改正　平成 23 年３月 31 日

 （趣　旨）
第 １ 条　この規程は，神戸大学教学規則（平成 16 年４月１日制定）第 55 条 第２項の規
定に基づき，神戸大学（以下「本学」という。）の学生及び学生団体の表彰に関し必要
な事項を定めるものとする。
 （表彰の基準）
第 ２ 条　表彰は，学生又は学生団体のうち，次の各号のいずれかに該当するものについ
て行うものとする。
　（1）　学術研究活動において，次のいずれかに該当すると認められるもの
　　イ　国際的規模又は全国的規模の学会から賞を受けたもの
　　ロ　その他これらに準ずる学会等から高い評価を受けたもの
　（2）　本学公認課外活動団体の活動において，次のいずれかに該当すると認められるもの
　　イ　国際的規模の競技会，公演会，展覧会等（以下「競技会等」という。）において
優秀な成績を修め，又は高い評価を受けたもの

　　ロ　全国的又は地区的規模の競技会等において優秀な成績を修めたもの
　　ハ　公的機関等から表彰を受ける等高い評価を受けたもの
　　ニ　卒業年度に当たる者で，在学中の課外活動において特に顕著な功労があったもの
　（3）　社会活動において，次のいずれかに該当すると認められるもの
　　イ 　ボランティア活動等において，公的機関等から表彰を受ける等社会的に特に高い

評価を受けたもの
　　ロ 　人命救助，犯罪防止，災害救助等に貢献したことにより，公的機関等から表彰を

受ける等社会的に特に高い評価を受けたもの
　　ハ　その他社会活動において特に高い評価を受けたもの
　（4）　前各号に掲げるもののほか，特に優れた業績，功績等があったと認められるもの
 （表彰候補者の推薦）
第 ３ 条　各学部長，各研究科長，各課外活動団体の顧問教員等は，前条各号のいずれか
に該当すると認められる学生又は学生団体（以下「表彰候補者」という。）がある場合
は，別記様式第１により学長に推薦するものとする。
 （被表彰者の選考及び決定）
第 ４ 条　学長は，前条の規定に基づき推薦された表彰候補者について，学生委員協議会
の議を経て，表彰される者（以下「被表彰者」という。）を決定する。
 （表彰の方法）
第 ５ 条　表彰は，学長が別記様式第２の表彰状を授与することにより行う。

優秀な成績を修め，又は高い評価を受けたもの

 （平成 17 年２月 17 日制定） 
最終改正　令和５年８月 10 日



２　前項の表彰状に添えて，記念品を贈呈することができる。
 （表彰の時期）
第 ６ 条　表彰は，被表彰者が決定された後，速やかに行うものとする。ただし，第２条
第２号に該当する表彰については，原則として毎年３月に行うものとする。
 （事　務）
第 ７ 条　表彰に関する事務は，学務部学生支援課において処理する。
 （雑　則）
第 ８ 条　この規程に定めるもののほか，学生及び学生団体の表彰の実施に関し必要な事
項は，別に定める。
　　　附　則
　この規程は，平成25年７月１日から施行する。

　別記様式大１，２（略）別記様式第 1，２（略）

この規則は，令和５年８月 10 日から施行する。



























(2)　神戸大学全学共通授業科目履修規則

　 （平成16年４月１日制定）

　（趣　　旨）

第 １ 条　この規則は，神戸大学教学規則（平成16年４月１日制定。以下「教学規則」と
いう。）第 28 条第１項の規定に基づき，全学に共通する授業科目（以下「全学共通授業
科目｣ という。）の履修方法，試験等に関し必要な事項を定めるものとする。
　（全学共通授業科目の区分）

第 ２ 条　全学共通授業科目の区分は，次のとおりとする。

最終改正　平成30年３月30日最終改正　令和 2年３月 26 日

　（全学共通授業科目及び単位数）

第 ３ 条　全学共通授業科目及び単位数は，別表のとおりとする。
２　前項に規定するもののほか，臨時に全学共通授業科目を開設することがある。
３　前項の授業科目及び単位数は，開設の都度定める。
　（全学共通授業科目の年次配当）

第 ４ 条　全学共通授業科目の各年次の配当は，各学部規則の定めるところによる。
　（履修要件）

第 ５ 条　全学共通授業科目の履修要件は，各学部規則の定めるところによる。
　（履修手続）

第 ６ 条　学生は，毎学期指定の期日までに，履修しようとする全学共通授業科目を所属
学部長に届け出なければならない。
　（試　　験）

第 ７ 条　試験は，授業が終了した学期末又はクォーター末に行う。ただし，必要がある
場合は，学期末及びクォーター末以外の時期に行うことがある。
２　前項の規定にかかわらず，平常の成績をもって試験に代えることがある。
３　不合格となった全学共通授業科目については，再試験を行わない。ただし，別に定め
る条件を満たす場合は，この限りでない。

４　試験に欠席した者に対しては，追試験を行わない。ただし，神戸大学大学教育推進機
構国際教養教育院において特別の理由があると認めた場合は，この限りでない。
（成績評価基準）

第 ８ 条　教学規則第 30 条に規定する成績評価基準については，別に定める。
（雑　　則）

第 ９ 条　この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，国際教養
教育院長が定める。

この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，神戸大学
大学教育推進機構国際教養教育院長が定める。

構教養教育院において特別の理由があると認めた場合は，この限りでない。

大学教育推進機構教養教育院長が定める。

第 ２ 条　全学共通授業科目の区分は，次のとおりとする。削除



　　　附　則
１　この規則は，平成16年４月１日から施行する。
２ この規則施行の際現に在学する者（以下この項において「在学者」という。）及び平
成16年４月１日以後において在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者
については，神戸大学学則等を廃止する規則（平成16年４月１日制定）第２条の規定
による廃止前の神戸大学全学共通授業科目履修規則の規定の例による。

　（中間附則は省略）

　　　附　則
１　この規則は，平成30年４月１日から施行する。
２　この規則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成30年４月１日
以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については，なお従前の
例による。

令和 2年
令和 2年

５
５

１ この規則は，令和６年４月１日から施行する。
令和６年４月１日

１ この規則は，令和７年４月１日から施行する。
２  この規則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び令和７年４月１日
以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については，なお従前の
例による。









１　この規則は，平成28年４月１日から施行する。
２　この規則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 28 年４月１日
以後において在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正
後の別表の規定にかかわらず，なお従前の例による。

　　　　別表（第2条関係）
授業科目 単位 授業科目 単位 授業科目 単位 授業科目 単位
日本語ⅠA 0.5 日本語ⅢB 0.5 日本語ⅥA 0.5 日本語ⅧB 0.5
日本語ⅠB 0.5 日本語ⅣA 0.5 日本語ⅥB 0.5 日本事情ⅠA 0.5
日本語ⅡA 0.5 日本語ⅣB 0.5 日本語ⅦA 0.5 日本事情ⅠB 0.5
日本語ⅡB 0.5 日本語ⅤA 0.5 日本語ⅦB 0.5 日本事情ⅡA 0.5
日本語ⅢA 0.5 日本語ⅤB 0.5 日本語ⅧA 0.5 日本事情ⅡB 0.5

(3)　神戸大学日本語等授業科目履修規則

（平成16年４月１日制定）

　（趣　　旨）
第 １ 条　この規則は，神戸大学教学規則（平成16年４月１日制定。）第28条第２項の規
定に基づき，日本語及び日本事情に関する科目（以下「日本語等授業科目」という。）
の履修方法，試験等に関し必要な事項を定めるものとする。
　（日本語等授業科目及び単位数）
第 ２ 条　日本語等授業科目及び単位数は，別表のとおりとする。
　（履修手続）
第 ３ 条　学生は，毎学期指定の期日までに，履修しようとする日本語等授業科目を所属
学部長に届け出なければならない。
　（試　　験）
第 ４ 条　試験は，授業が終了した学期末又はクォーター末に行う。ただし，必要がある
場合は，学期末及びクォーター末以外の時期に行うことがある。
２　前項の規定にかかわらず，平常の成績をもって試験に代えることがある。
３　不合格となった日本語等授業科目については，再試験を行わない。ただし，別に定め
る条件を満たす場合は，この限りでない。
４　試験に欠席したものに対しては，追試験を行わない。ただし，国際連携推進機構国際
教育総合センター留学生教育部門において特別の理由があると認めた場合は，この限り
でない。
　（単位の取扱）
第 ５ 条　日本語等授業科目の単位の取扱については，各学部規則の定めるところによる。
　（雑　　則）
第 ６ 条　この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，国際連携
推進機構国際教育総合センター留学生教育部門長が定める。
附　則

４　試験に欠席したものに対しては，追試験を行わない。ただし，大学教育推進機構グロ
ーバル教育センター留学生教育部門において特別の理由があると認めた場合は，この限
りでない。

第 6 条　この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，グローバ
ル教育センター留学生教育部門長が定める。

　この規則は，令和 4年 4月 1日から施行する。



(5)　追試験に関する内規

（平成 16 年４月１日制定）
最終改正　平成 28 年１月 28 日

第 １  条　神戸大学全学共通授業科目履修規則（平成 16 年４月１日制定）第７条第４項
の規定に基づき，追試験に関する事項について定める。
第 ２  条　追試験は原則として行わないが，次の各号の一に該当する場合は，大学教育推
進機構国際教養教育委員会の議を経て行うことがある。
　(1)　急性の病気
　(2)　忌引（配偶者，二親等内の親族）
　(3)　不慮の事故（自損，他損を問わない。）
　(4)　公共交通機関の運休又は大幅な遅延
　(5)  　大学の授業科目として行われる実習（教育実習，介護体験，学外での調査・見学等）

　(6)  　その他やむを得ない事由
２  　前項第２号の忌引の期間は，次の各号に掲げる親族に応じ，当該各号に定める期間
とする。
　(1)　配偶者又は父母　　７日以内
　(2)　子　　　　　　　　５日以内
　(3)　配偶者の父母　　　３日以内
　(4)　二親等の親族　　　３日以内
第 ３  条　追試験受験の願い出は，事由を明記した追試験受験願（所定の用紙）に診断書
又は証明書等を添付して国際教養教育院長に提出するものとする。
第 ４ 条　追試験受験願の提出期限は当該定期期末試験終了後１週間以内とする。
第 ５ 条　追試験の実施時期は原則として，許可後１週間以内とする。
第 ６ 条　定期試験期間以外に実施される試験についても取扱いを同じとする。
第 ７ 条　休学及び欠席届の期間中に実施された試験科目については，追試験を行わない。

　　　附　則

　この内規は，平成 28 年４月１日から施行する。

（４）　

 （平成 16 年４月１日制定） 
最終改正　令和４年１月 27 日

　進機構教養教育委員会の議を経て行うことがある。

　又は証明書等を添付して教養教育院長に提出するものとする。

　この内規は，令和 4年 4月 1日から施行する。



（５）　神戸大学大学教育推進機構教養教育院における成績評価基準に関
する内規

 （平成 16 年４月１日制定） 
最終改正　令和４年１月 27 日

（趣　　旨）

第 １ 条 この内規は，神戸大学全学共通授業科目履修規則（平成16年４月１日制定）第９
条及び神戸大学共通細則第４条の規定に基づき，神戸大学大学教育推進機構教養教育院
（以下「教養教育院」という。）における成績評価基準について必要な事項を定める。
（成績評価の方法）

第 ２ 条 各授業科目の成績評価は，当該授業科目の目的及び学修目標に基づき，定期試験
の結果，学生の授業への参加状況，課題への対応状況，レポート等の提出状況等，学生
の授業への取組状況と成果を用いて，総合的に行うものとする。
（成績評価の方法及び学修目標の公表）

第 ３ 条 各授業科目の成績評価の方法及び学修目標については，別に定める成績評価方針
に基づき，当該授業担当教員が定め，教養教育院のシラバスに掲載し，公表するものと
する。
（成績及び評価基準）

第 ４ 条 授業科目の成績は，100点を満点として以下の区分により評価し，秀，優，良，
及び可を合格，不可を不合格とする。なお，特別の理由により評点による成績評価を行
わない一部の科目については，合・否により成績評価を行う。

評語名
（和文）

評語名
（英文） 評　点 評価基準

秀 Ｓ 90 点以上 学修の目標を達成し，特に優れた成績
を収めている。

優 Ａ 80 点以上 90 点未満 学修の目標を達成し，優れた成績を収
めている。

良 Ｂ 70 点以上 80 点未満 学修の目標を達成し，良好な成績を収
めている。

可 Ｃ 60 点以上 70 点未満 学修の目標を達成している。
不可 Ｆ 60 点未満 学修の目標を達成していない。

ただし，再試験により合格した場合の成績は，可（Ｃ）60点とする。

　　　附　則

この内規は，令和４年４月１日から施行する。







(9)　協定に基づき留学する学生の定期試験の取扱いに関する申合せ

（平成16年４月１日制定）
最終改正　平成28年１月28日

１ 　協定に基づき留学（短期海外研修等を含む。）する学生が，全学共通授業科目の定期
試験を受験できない場合には，定期試験の実施日の変更を認めることがある。
２ 　前項に該当する学生で定期試験の実施日の変更を希望する者は，原則として出発日の
属する月の前々月の 10 日までに大学教育推進機構国際教養教育院長に別紙様式により
留学先が協定大学であることを所属学部で確認のうえ，申し出るものとする。なお，特
別な事情により，期日までに申し出ることができない場合は，理由書（様式自由）を添
付し，その旨を申し出るものとする。
３ 　定期試験の実施日の変更は，大学教育推進機構国際教養教育委員会の了承を経て，行う
ものとする。
４　定期試験の実施は，担当教員の指示する方法によるものとする。
　　　附　則
　　この申合せは，平成28年４月１日から施行する。

別紙様式

※協定大学であることの確認をお願いします。

平成　　年　　月　　日

大学教育推進機構国際教養教育院長　殿

学 部 名
学籍番号
氏　　名
電話番号

協定に基づく留学に伴う全学共通授業科目の
定期試験実施日変更願

記
１．留学先 （国名又は機関名） 

２．留学目的

３．留学期間
　　自平成　　年　　月　　日 ～ 至平成　　年　　月　　日
　　（平成　　年　　月　　日出国予定）

４．全学共通授業科目
開講曜日／時限 授 業 科 目 名 担 当 教 員 名

／
／
／
／
／

　このことについて，下記のとおり定期試験の実施日を変更してい
ただきますようお願いします｡ 

所属学部事務担当者
確認印

　　この申合せは，平成28年４月１日から施行する。

（８）　

 （平成 16 年４月１日制定） 
最終改正　令和４年１月 27 日

３　定期試験の実施日の変更は，大学教育推進機構教養教育委員会の了承を経て，行うも
のとする。

　属する月の前々月の 10 日までに大学教育推進機構教養教育院長に別紙様式により留学
先が協定大学であることを所属学部で確認のうえ，申し出るものとする。なお，特別な
事情により，期日までに申し出ることができない場合は，理由書（様式自由）を添付し，
その旨を申し出るものとする。

　この申合せは，令和４年４月１日から施行する。

大学教育推進機構教養教育院長　殿

（７）





(11)　学生からの成績評価に対する申し立て手続きに関する申合せ

（平成 26 年１月 23 日制定）

　この申合せは，学生から成績評価に対する申し立てがあった場合，成績評価の透明性，
厳格生を確保するため，その手続きについて定める。

　（申し立ての理由）
　学生は受講した全学共通授業科目に関する成績評価について，当該授業科目の成績評価
基準に照らして疑義がある場合は，国際教養教育院長に申し立てを行い，成績評価につい
て，担当教員に説明を求めることができるものとする。

　（申し立ての手続き）
　成績評価に対する申し立ては，所属学部での成績発表後１週間以内に行うこととし，申
し立てを行う授業科目名，担当教員名，申し立ての内容及びその理由等を所定の用紙に記
入し，教育推進課共通教育グループに提出することとする。

　（申し立てへの対応）
　申し立てを受けた当該授業科目の担当教員は，申し立てた学生に対し成績評価について
速やかに教育推進課共通教育グループを通じ，回答を行うものとする。
　また，その結果については，授業担当教員等は書面により，国際教養教育院長に報告す
ることとする。

　　　　附　則
　この申合せは，平成 27 年４月１日から施行する。

最終改正　平成 27 年１月 22 日

学務課共通教育グループに提出することとする。

最終改正　平成 30 年３月 31 日

学務課共通教育グループを通じ，回答を行うものとする。

附　則

この申合せは、平成 30 年４月１日から施行する。

（10）　

附　則

この申合せは，令和 4年 4月 1日から施行する。

 （平成 26 年１月 23 日制定） 
最終改正　令和４年１月 27 日

基準に照らして疑義がある場合は，教養教育院長に申し立てを行い，成績評価について，
担当教員に説明を求めることができるものとする。

　また，その結果については，授業担当教員等は書面により，教養教育院長に報告するこ
ととする。

（９）



























及び寄宿料の額に関する規程及び寄宿料の額に関する規程
８　 神戸大学における授業料，入学料，検定料

（平成 16 年４月１日制定）
最終改正　平成 26 年9月 30日

　（趣　　旨）
第 １  条　この規程は，国立大学法人神戸大学会計規則（平成 16 年４月 1日制定）第 52
条の規定に基づき，神戸大学（以下「本学」という。）における授業料，入学料，検定料
及び寄宿料の額に関し必要な事項を定めるものとする。
　（授業料，入学料及び検定料の額）
第 ２  条　本学において徴収する授業料（幼稚園にあっては，保育料。以下同じ。），入学
料（幼稚園にあっては，入園料。以下同じ。）及び検定料の額は，次の表のとおりとする。

区　　　　　　分 授　　業　　料 入 学 料 検 定 料

 部学 年額　535,800円 282,000円 17,000円

く除を攻専律法務実科究研学法（ 科究研の院学大 。）年額　535,800円 282,000円 30,000円

法学研究科実務法律専攻 年額　804,000円 282,000円 30,000円

乗船実習科 ６か月につき　267,900円 169,200円 18,000円

幼稚園 年額　 73,200円 31,300円 1,600円

中等教育学校の後期課程 年額　115,200円 56,400円 9,800円

特別支援学校の高等部 年額　   4,800円 2,000円 2,500円

科目等履修生・聴講生 １単位につき　14,800円 28,200円 9,800円

研究生 月額　 29,700円 84,600円 9,800円

特別聴講学生 １単位につき　14,800円

特別研究学生 月額　 29,700円

２ 　神戸大学教学規則（以下「教学規則」という。）第 22 条第４項（教学規則第 72 条に
おいて準用する場合を含む。）の規定により，本学の修業年限又は標準修業年限を超え
て一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認め
られた者から徴収する授業料の年額は，当該在学を認められた期間（以下「長期在学期
間」という。）に限り，前項の規定にかかわらず，同項に規定する授業料の年額に本学
の修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除
した額（その額に 10 円未満の端数があるときは，これを切り上げるものとする。）とす
る。
　３ 　学部において，出願書類等による選抜（以下この項及び次項において「第一段階目の
選抜」という。）を行い，その合格者に限り学力検査その他による選抜（以下この項及
び次項において「第二段階目の選抜」という。）を行う場合の検定料の額については，
第１項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額は 4,000 円とし，第二段階目の
選抜に係る額は 13,000円とする。

　学部において，出願書類等による選抜（以下「第一段階目の選抜」という。）を行い，そ
の合格者に限り学力検査その他による選抜（以下「第二段階目の選抜」という。）を行う場
合の検定料の額については，第１項の規定にかかわらず，第一段階目の選抜に係る額は 4,000 
円とし，第二段階目の選抜に係る額は 13,000 円とする。

最終改正　平成 30 年９月 20 日
 （平成 16 年４月１日制定） 

最終改正　令和２年３月 24 日

７

31,200円



４ 　法学研究科実務法律専攻において，第一段階目の選抜を行い，その合格者に限り第二
段階目の選抜を行う場合の検定料の額については，第１項の規定にかかわらず，第一段
階目の選抜に係る額は 7,000 円とし，第二段階目の選抜に係る額は 23,000 円とする。

５ 　小学校，中学校及び中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部
において，入学を許可するための試験，健康診断，書面その他による選考等を行った場
合に徴収する検定料の額は，次の表のとおりとする。

区　　　　　分 検　　定　　料

小学校 3,300円

中学校及び中等教育学校の前期課程 5,000円

特別支援学校の小学部 1,000円

特別支援学校の中学部 1,500円

６ 　第１項に規定する幼稚園，中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部並びに
前項に規定する小学校及び中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中
学部の入学を許可するための選考等において，抽選等（以下この項において「試験等」
という。）を行う場合の検定料の額については，第１項及び前項の規定にかかわらず，
抽選による選考等に係る額は，次の表の第２欄に掲げるとおりとし，試験等に係る額は，
同表の第３欄に掲げる額とする。

区　　　　　　分 抽選による選考等に係る額 試験等に係る額

幼稚園 700円 900円

小学校 1,100円 2,200円

中等教育学校の前期課程 1,300円 3,700円

中等教育学校の後期課程 2,400円 7,400円

特別支援学校の小学部 500円 500円

特別支援学校の中学部 600円 900円

特別支援学校の高等部 700円 1,800円

７ 　学部の転学，編入学又は再入学に係る検定料の額は，第１項の規定にかかわらず，
30,000 円とする。
　学部の転学，編入学又は再入学に係る検定料の額は，第１項の規定にかかわらず，
30,000 円とする。なお，編入学における書類選考による第一段階目の選抜を行い，そ
の合格者に限り第二段階目の選抜を行う場合の検定料の額については，第１項の規定に
かかわらず，第一段階目の選抜に係る額は 7,000 円とし，第二段階目の選抜に係る額は

円とす８
 
　編入学，転入学又は再入学をした者に係る授業料の額は，当該者の属する年次の在学
者に係る額と同額とする。
９
 
　大学院設置基準（昭和49年文部省令第 28号）第 16条第１項ただし書の規定により，大
学院研究科の修士課程を修了し，引き続き当該大学大学院研究科の博士課程に進学した者
の授業料の額については，当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

5　小学校及び中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部において，
入学を許可するための試験，健康診断，書面その他による選考等を行った場合に徴収する
検定料の額は，次の表のとおりとする。

7　学部の転学，編入学又は再入学に係る検定料の額は，第 1 項の規定にかかわらず，
30,000 円とする。ただし，編入学において，第一段階目の選抜を行い，その合格者に限
り第二段階目の選抜を行う場合の検定料の額については，第一段階目の選抜に係る額は
7,000 円とし，第二段階目の選抜に係る額は 23,000 円とする。



　（寄宿料の額）
第 ３ 条　本学において徴収する寄宿料の額は，次の表のとおりとする。

区　　　　分 学生寮等の名称 寄　　宿　　料

居室が単身用の
場合

住吉国際学生宿舎 月額　  4,700 円

白鴎寮 月額　  5,900 円
住吉寮，女子寮，国維寮，インターナショナル・レジ
デンス（単身室 床面積 15 ㎡未満）

月額　18,000 円

インターナショナル・レジデンス（単身室 床面積 15 ㎡
以上）

月額　21,000 円

居室が世帯用の
場合

国際交流会館（夫婦室） 月額　  9,500 円

国際交流会館（家族室） 月額　11,900 円

インターナショナル・レジデンス（夫婦室） 月額　45,000 円

インターナショナル・レジデンス（家族室） 月額　49,000 円

２  　この条に定めるもののほか，寄宿料の額に関し必要な事項は，別に定める。

　附　則
この規程は，平成 30 年４月１日から施行する。　　この規程は，平成 30 年 10 月１日から施行する。

附　則
この規程は、令和２年４月１日から施行する。

住吉寮，女子寮，国維寮，インターナショナル・レジデンス
（単身室 床面積15㎡未満）,国際交流会館（ユニット単身室）
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